
ギフティプレモ Plus 利用約款 

本約款は、株式会社ジェーシービー（以下「当社」といいます。）が発行し、株式会社ギ

フティ（以下「ギフティ社」といいます。）が販売等を行うギフティプレモ Plus につい

て規定するもので、利用者（以下に定義します。）がギフティプレモ Plus を利用する場

合には、本約款が適用されます。 

 

第 1 条（定義） 

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

（１）ギフティプレモ Plus 

当社が発行し、ギフティプレモ Plus ウェブサイトを通じてカード番号等その他の当社所

定の情報を閲覧および利用可能な状態とする方法によって提供される前払式支払手段をい

います。利用者は、加盟店から商品購入等を行うにあたり、本約款に定める方法でギフテ

ィプレモ Plus を利用することにより、商品購入等の代金について決済することができま

す。 

（２）本サービス 

ギフティプレモ Plus にかかるサービスのうち当社が提供するサービスをいいます。 

（３）ギフティプレモ Plus ウェブサイト 

ギフティプレモ Plus ウェブサイトとは、カード番号等その他の当社所定の情報をインタ

ーネット上で表示するギフティ社が運営するウェブサイトをいいます。 

（４）バリュー  

本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する運用サーバ（以下「運用サーバ」といいま

す。）内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、

利用者が加盟店から商品購入等を行なった場合に、その代金の決済に使用することができ

るものをいいます。 

（５）利用者 



ギフティプレモ Plus を正当に入手し、本約款に同意の上、本約款に従い保有する者をい

います。  

（６）JCB PREMO 

当社が単独または提携する事業者と共に運営する、当社または当社と提携する事業者が発

行し、サーバ内に蓄積する金銭的価値を有する電子情報を、当社所定の方法で使用するこ

とで、商品購入等の代金の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。 

（７）JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト） 

JCB PREMO を決済方法として利用できる店舗（JCB PREMO 加盟店）のうち、インタ

ーネット等による非対面取引を行うものをいいます。なお、JCB PREMO 加盟店のうち対

面取引を行う店舗では、ギフティプレモ Plus を利用することはできません。 

（８）Smart Code 

当社が当社の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類（二次元コード、バ

ーコード等をいう。以下同じ。）を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コ

ード類を読み取ることで、商品購入等の代金の決済を行う仕組みのサービス名称をいいま

す。 

（９）Smart Code 加盟店 

Smart Code を決済方法として利用できる店舗をいいます。  

（１０）加盟店 

JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）および Smart Code 加盟店の総称をいいます。  

（１１）商品購入等  

利用者が店舗から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをい

います。  

（１２）バリューの使用  

利用者が加盟店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済

に代えて、ギフティプレモ Plus を利用して決済することをいいます。  



（１３）バリュー減算  

運用サーバ内の利用者が保有するバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリュー

を引き去ることをいいます。  

（１４）バリュー残高  

利用者が加盟店での代金の決済に使用することができるバリューの残高をいいます。  

（１５）JCB プレモカード 

当社所定の「JCB プレモカード利用約款」その他の約款に基づき当社が発行するカード

で、JCB PREMO のサービスを利用するために必要となるものをいいます。なお、「JCB

プレモカード利用約款」その他の約款およびこれらに付随する規定・特約等（以下、総称

して「JCB プレモカード約款等」といいます。）に基づき JCB プレモカードと同様に取

り扱われるものも JCB プレモカードに含まれます（ギフティプレモ Plus は JCB プレモカ

ードに含まれません。）。 

（１６）カード番号  

バリュー残高を紐付けて管理するために付与される１６桁の ID 番号であって、利用者が

加盟店でギフティプレモ Plus を利用する場合に必要となるものをいいます。  

（１７）認証番号  

利用者が JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）でギフティプレモ Plus を利用する場合に

必要となる８桁の識別番号をいいます。  

（１８）カード番号等  

カード番号および認証番号の総称をいいます。  

（１９）バリュー残高移行 

ギフティプレモ Plus のバリュー残高の全部または一部を、JCB プレモカードに移行し、

当該 JCB プレモカードの残高を増額させることをいいます。 

 



第 2 条 （ギフティプレモ Plus の譲渡等の禁止） 

利用者は、ギフティプレモ Plus について、譲渡（交換・転売を含みます。以下本条およ

び第３条において同じです。）、質入れ等の担保に供すること、および貸与等により第三

者に利用させてはなりません。また、利用者は、他の利用者からギフティプレモ Plus の

譲渡を受けることや、質入れ等の担保として受領すること、および貸与等を受けて利用す

ることを行ってはなりません。  

 

第 3 条（カード番号等の管理等） 

1．利用者は、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、およびギフティプレモ

Plus ウェブサイトを表示するためのインターネットアドレス（以下「本アドレス」といい

ます。）を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者

は、第三者に対してカード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、および本アドレ

スを譲渡、担保提供、貸与、および開示してはなりません。なお、利用者は、ギフティプ

レモ Plus ウェブサイトの閲覧ができない場合等に備え、必ず、自己の責任でカード番号

等を控えておくものとします。 

2．本サービスは、本サービスにかかるギフティプレモ Plus を保有する利用者のみが利用

することができます。 

3．利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反して第三者により本サービス

を利用された場合でも、当社は一切の責任を負いません。  

（１）カード番号等または本アドレスが盗取その他の事由により第三者に漏洩（当社の故

意または過失による漏洩を除きます。）した場合。 

（２）   第２条に違反した場合 。 

（３）   本条第１項に定める、善良な管理者の注意義務を怠った場合、または、同条項に

定める、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイトもしくは本アドレスの譲渡、

担保提供、貸与および開示の禁止に違反した場合。  

（４）   本条第４項に定める、媒体の管理義務に違反した場合。 



（５）   その他本約款に違反した場合。 

4．ギフティプレモ Plus は無記名のサービスになります。本サービスが利用された場合、

当社は、利用者による行為とみなしますので、利用者は、自己の責任において、本サービ

スが第三者に利用されることがないよう、本サービスの利用のために使用する媒体（パソ

コン、モバイル端末を含みますが、これらに限りません。）を適切に管理するものとしま

す。 

５．利用者は、JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）におけるギフティプレモ Plus の利

用、またはバリュー残高移行を行うにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤った認証

番号を入力した場合、以後本サービスの利用ができなくなります。なお、この場合でも、

当社またはギフティ社所定の方法により、本サービスの利用を再開することができます。 

 

第４条（バリュー残高移行）  

１．利用者は、当社が別途定める方法により利用者自身が保有するギフティプレモ Plus

から JCB プレモカードへのバリュー残高移行ができます。ただし、当該 JCB プレモカー

ドに適用される約款等において、ギフティプレモ Plus からのバリュー残高移行ができな

いものと定められているものについては、この限りではありません。なお、移行されたバ

リュー残高の有効期間その他の条件については、移行先の JCB プレモカードに適用され

る JCB プレモカード約款等の定めに従うものとします。 

２．バリュー残高移行の上限額は、１日あたり５千円です。 

３．バリュー残高移行の取り消しはできません。 

 

第 5 条（加盟店） 

１．利用者は、以下の加盟店で、ギフティプレモ Plus を利用することができます。これ

らの加盟店には、原則として、JCB 所定のマークが表示されます。また、Smart Code の

マークは、ギフティプレモ Plus ウェブサイト上で、本コードと合わせて表示されます。 

（１）JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト） 



（２）Smart Code 加盟店 

２．前項にかかわらず、利用者がギフティプレモ Plus の利用のために使用するモバイル

端末（以下「本件端末」といいます。）またはブラウザの種類、バージョン等によって

は、Smart Code 加盟店の全部または一部においてギフティプレモ Plus を利用することが

できない場合があります。 

３．ギフティプレモ Plus で代金の決済を行うことができる権利、商品および役務は、制

限されることがあります。  

４．当社は、ギフティプレモ Plus の 1 回あたりの利用上限額を設定しまたは変更するこ

とができるものとします。利用上限額の設定または変更をする場合、原則として一定の予

告期間をもって当社のウェブサイト

（https://www.jcb.co.jp/voucher/premo/pop/gifteepremo_plus.html）で公表しますが、

不正使用の防止等緊急を要する場合には事後の公表となる場合があります。 

５．前項にかかわらず、当社が特に認める Smart Code 加盟店においては、1 回あたりの

利用上限額は、当社が別途定める金額となります。 

６．利用者は、一部の加盟店で、ギフティプレモ Plus のバリュー残高が商品購入等の代

金額に満たない場合等に、ギフティプレモ Plus を利用すると共に、残額を現金または加

盟店の指定する方法により支払うことによって、商品購入等を行なうことができます。な

お、かかる取扱いを認めていない加盟店においては、利用者はバリュー残高が商品購入等

の代金額に満たない場合に、ギフティプレモ Plus を利用することはできません。  

 

第６条（JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）における利用） 

１．利用者は、JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）のウェブサイトにおいて、カード番

号等を入力する方法により、商品購入等を行うことができます。この場合、利用者は、当

該ウェブサイトに表示されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。 

２．前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリュー

の金額の情報が JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）から当社に到達し、当社所定の方



法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代

金を当該加盟店に支払ったものとします。 

 

第７条（Smart Code 加盟店における利用） 

１．利用者は、Smart Code 加盟店において、第２項に定める方法または当社が特に認め

る方法により、本条その他当社所定の定めに従い、利用者と Smart Code 加盟店との間で

直接現金決済を行わずに、Smart Code 加盟店に対する支払いを当社に対して委託するこ

とにより、Smart Code 加盟店から商品購入等を受けることができます（この方法で商品

購入等を受けることについて、以下「コード払い」といいます。）。利用者が Smart 

Code 加盟店においてコード払いを利用したことにより、利用者の Smart Code 加盟店に

対する支払いにつき、利用者が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自

らまたは第三者を介して、Smart Code 加盟店に対して、利用者に代わって立替払いを行

います。 

２．利用者は、当社所定の方法により、本件端末上で本コードを表示させ、Smart Code

加盟店の専用端末に本コードを読み取らせることにより、コード払いを行うことができま

す。この場合、利用者は、専用端末に表示された商品購入等の代金額が正しいことを確認

するものとします。  

３．前項にかかわらず、Smart Code 加盟店が別途指定した商品、役務または権利の購入

または提供の代金については、コード払いを利用できない場合があります。 

４．利用者は、第１項の定めのとおり、Smart Code 加盟店においてコード払いを行った

ことにより、当社に対して弁済委託を行ったことになります。利用者は、当社が利用者か

らの委託に基づき、利用者の Smart Code 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、

以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、Smart 

Code 加盟店への立替払いに際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。 

（１）当社が Smart Code 加盟店に対して立替払いすること。 

（２）当社の提携会社が Smart Code 加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該当

社の提携会社に対して立替払いすること。 



５．利用者が、第２項に基づき、Smart Code 加盟店において本コードを提示し、Smart 

Code 加盟店と商品購入等の取引（以下「商品購入取引等」といいます。）を行った場

合、Smart Code 加盟店が利用者のコード払いにかかる本コードの情報・取引金額等を当

社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と Smart Code 加盟店を結ぶ専用

端末またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取

引承認の通知がなされたことを停止条件としてコード払いの取引が成立するものとしま

す。 

６．前項の定めに従い、コード払いの取引が成立した場合、当該時点をもって、商品購入

取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、Smart Code 加盟店から当社に送信され

るコード払いの取引の利用情報（以下「利用情報」という。）に基づき、当社は利用情報

に記載された金額を、遅滞なくギフティプレモ Plus のバリュー残高から減算するものと

します。なお、Smart Code 加盟店から当社に対する利用情報の送信の遅延等があった場

合、当社は、当社所定の時期に、ギフティプレモ Plus のバリュー残高からの減算をしま

す。 

７．前項に定めるバリューの減算がなされ、かつ、Smart Code 加盟店からコード払いの

取引に伴う売上情報が当社に到達した場合に、利用者は商品購入取引等債務相当額の支払

義務を免れるものとします。 

 

第８条（加盟店との紛争等・バリューの使用取消し）  

１．利用者がギフティプレモ Plus の利用により加盟店から購入した商品もしくは権利、

または加盟店から提供を受けた役務の契約不適合、欠陥、不履行その他利用者と加盟店と

の間に生じる取引上の一切の問題については、利用者は当該加盟店との間で解決するもの

とし、当社はその責任を負いません。  

２．利用者がギフティプレモ Plus を利用した後に、利用者と加盟店との間での取引につ

いて合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、加盟店からの当社所定の手続

きによる申請があった場合には、バリューの使用もしくはコード払いを取り消すこと（バ

リュー残高をバリュー減算前の金額に戻すこと）、またはこれらの訂正を行うことがあり



ます。この場合、当社から利用者に対して、取消し・訂正等にかかる連絡は行いませんの

で、ギフティプレモ Plus ウェブサイトに表示されるバリュー残高をご確認ください。  

３．利用者は、前項の取消し・訂正等に際して、加盟店から要求があった場合には、本件

端末上にギフティプレモ plus ウェブサイトを表示して加盟店に提示するなど、加盟店所

定の対応をしなければなりません。 

 

第９条（バリュー残高の有効期限・ギフティプレモ Plus の利用可能期間）  

１．バリュー残高の有効期限は、ギフティプレモ Plus のカード番号の発行日（当日を含

む）から起算して１年間（３６５日）です。 

２．前項に定めるカードの発行日とは、利用者が本約款に同意した日をいいます。ただ

し、当社またはギフティ社が、利用者による本約款への同意に先立ち、ギフティプレモ

Plus を利用可能にするための処理を行った場合には、当該処理日がカードの発行日になり

ます。 

３．利用者のバリュー残高の有効期限は、ギフティプレモ Plus ウェブサイトで確認する

ことができます。 

４．バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、本サー

ビスを利用すること（第１９条第２項に基づくバリュー残高の払戻しを含みます。）が一

切できなくなります。  

 

第１０条（バリュー残高等の確認）  

１．バリュー残高は、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、または JCB PREMO 加盟店

（ウェブサイト）におけるギフティプレモ Plus 利用時のウェブサイト画面の表示で確認

することができます。ただし、一部の JCB PREMO 加盟店（ウェブサイト）では、ウェ

ブサイト画面の表示による確認ができないことがあります。 

 



第１１条（禁止行為）  

利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。 

（１）   違法、不正または公序良俗に反する目的で本サービスを利用すること。  

（２）   ギフティプレモ Plus、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、本ア

ドレス、バリュー、本コード、その他本サービスを構成する全ての内容について、破壊、

解析、不正な作出もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に関与すること。  

（３）   当社または第三者（ギフティ社を含みます。）の著作権等の知的財産権、その他

の権利または利益を侵害すること。 

（４）   本サービスの運営または当社の営業を妨害する行為（システムその他の設備に大

きな負荷を与える行為や、コンピューターウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情

報等を送信する行為を含みます。）。 

（５）   自己のギフティプレモ Plus または本サービスを他人に利用させること。 

（６）   他人が利用者となるギフティプレモ Plus または本サービスを利用すること。 

（７）   その他本約款に違反する行為。 

（８）   第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為。 

 

第１２条（換金の禁止） 

バリューは、換金することはできません。ただし、第１９条に基づき、当社が本サービス

を全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。 

 

第１３条（利用者の賠償責任等） 

１．利用者が本約款に違反しまたは本サービスを不正に利用したことにより、当社が損害

を被った場合、利用者は、当社に生じた一切の損害（第三者からの賠償請求に伴い発生し

た損害を含みます。）を賠償する責任を負います。 



２．本サービスの利用に関連して、利用者と第三者（加盟店を除きます。）の間に生じる

一切の問題については、利用者と当該第三者との間で解決するものとし、当社は、当社に

故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。 

 

第１４条（再発行等の不実施） 

当社は、ギフティプレモ Plus、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、本ア

ドレス、バリュー、本コード等について、再発行をいたしません。 

 

第１５条（業務委託）  

当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあり

ます。  

 

第１６条（本サービスの停止または中止） 

１．当社は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、当社のウェブサイトで

公表することにより、本サービスの全部または一部を停止または中止することがありま

す。ただし、緊急を要する場合には、停止または中止後直ちに公表します。 

（１） ギフティプレモ Plus、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、本アド

レス、バリュー、本コード等が不正に作出、改ざんもしくは偽造され、違法または不正に

入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがある場合。 

（２）  天災地変、停電、システム障害、通信の障害、Smart Code の専用端末の故障その

他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。  

（３）  システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要が

ある場合。  

（４）  本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。  

（５）  その他やむを得ない事由が生じた場合。  



２．前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サ

ービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負い

ません。  

 

第１７条（利用資格の喪失および利用停止措置）  

１．当社は、利用者（万が一利用者とは別にギフティプレモ Plus を実際に利用する者が

いる場合は、その者を含みます。）について以下の各号のいずれかに該当する場合、事前

に通知することなく、本サービスの利用資格を喪失させることができるものとします。  

（１）   本約款の違反があり、当該違反が重大な違反にあたる場合。  

（２）   ギフティプレモ Plus、カード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、本ア

ドレス、バリュー、本コード等について、不正な作出、改ざんしもしくは偽造、違法もし

くは不正な入手もしくは利用が行われた場合。 

（３）  本サービスが犯罪またはマネーローンダリング等の不正な行為に利用された場

合。 

（４）   本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格であると当社が判断した場

合。  

２．前項の利用資格の喪失後、利用者は、本サービスを利用することができません。ま

た、この場合、利用者のギフティプレモ Plus にかかるバリューは当然に失効し、当社は

バリューにかかる払戻しをいたしません。 

３．当社は、利用者について以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知すること

なく、本サービスの全部または一部の利用を停止する措置を講じることができるものとし

ます。  

（１）  本約款の違反があり、またはそのおそれがある場合。 

（２）  第１項第２号または第３号の事由に該当するおそれがある場合。 

 



第１８条（反社会的勢力の排除）  

１．利用者は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経

過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象と

して指定する者（以下、上記の９者を総称して「暴力団員等」という。）、暴力団員等の

共生者、その他これに準ずる者（以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」とい

う。）のいずれにも該当しないこと、かつ将来に渡っても該当しないこと、および自らま

たは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に

関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは

威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準

ずる行為（以下、総称して「不当な要求行為等」という。）を行わないことを確約するも

のとします。 

２．当社は、利用者が前各項の確約に違反し、または違反していると疑われる場合、催告

その他何等の手続を要することなく、利用者について、ギフティプレモ Plus の利用資格

を喪失させることができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明

する義務を負わず、また、利用資格の喪失に起因して利用者に損害等が生じた場合であっ

ても、責任を負いません。 

３．前項の利用資格の喪失後、利用者は、本サービスを利用することができません。ま

た、この場合、利用者のギフティプレモ Plus にかかるバリューは当然に失効し、当社は

バリューにかかる払戻しをいたしません。 

４．本条第１項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をい

います。 

（１）   暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 

（２）   暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

（３）   自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 



（４）   暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有する者 

（５）   暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

（６）   その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資

金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 

 

第１９条（本サービスの終了）  

１．当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断

等の理由により、本サービスを終了することがあります。この場合、当社所定のウェブサ

イト（https://www.jcb.co.jp/voucher/premo/pop/gifteepremo_plus.html）における公表

その他の方法により利用者に周知します。  

２．前項の場合、利用者（ギフティプレモ Plus を適法かつ有効に保有する者に限りま

す。）は、当社所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものと

し、当社は、残高を確認したうえで、利用者が本サービスの利用の終了について当社所定

の方法で同意することを条件として、払戻しいたします。 

３．前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの

義務を負わないものとします。また、払戻期間については、当社が別途定める場合を除

き、第１項のサービス終了日から１年間とします。 

 

第２０条（免責） 

１．本サービスの継続中に、ギフティプレモ Plus の全部または一部を利用することがで

きないことにより利用者が損害を被った場合、当社の故意または過失により利用できなか

った場合を除き（なお、第１６条に基づく場合は、当社の故意または過失により利用でき

なかった場合に当たりません。）、当社は利用者の損害に対する賠償の責任を負いませ

ん。  



２．前項の場合において、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償の責任を負いま

せん。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。  

 

第２１条（権利帰属） 

本サービスを構成する全ての内容(情報、商標、デザイン等)の著作権、その他一切の知的

財産権は当社、ギフティ社、または当社およびギフティ社に権利の使用を許諾したライセ

ンサーに帰属します。利用者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得する

ものではありません。 

 

第２２条（約款の改定） 

１．当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本約款を改定

することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、当

社所定のウェブサイト

（https://www.jcb.co.jp/voucher/premo/pop/gifteepremo_plus.html）に公表する方法で

利用者に周知します。 

２．当社は、本サービスの内容を変更した場合（ただし、軽微な変更の場合等、利用者に

特段の影響がない場合を除きます。）にも、前項の方法に準じて、利用者に対して周知し

ます。 

 

第２３条（合意管轄裁判所）  

利用者は、本サービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわら

ず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または

地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。  

 

第２４条（準拠法）  



本約款および本約款に基づく利用者と当社との間の法律関係に関しては、全て日本国内法

が適用されるものとします。  

 

第２５条（お問い合わせ窓口） 

本サービスに関するご相談は、当社ウェブサイト

（https://www.jcb.co.jp/voucher/premo/pop/gifteepremo_plus.html）をご参照いただく

か、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  

（お問い合わせ窓口）  

前払式支払手段の発行者 株式会社ジェーシービー 

0５７０-０６-４７４３  ９:００AM～５:００PM  

（土・日・祝・年末年始休）  

 

本約款は、２０２０年５月１１日から適用します。 


